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第百三十四號 （第十＝：巻） 昭和七年六月

匝の紀念郵
　　　　　　　　新しい満洲國の標準時制について

　最近，満洲國の標準時刻制が東経百廿度の経度に準嫁するもの即ち日本中

央標準時よilJ　一一時間おくれた時刻を探回することに決定した由，自分は非常

にこれを残念に思ふ．

　今浦洲國の重要都市の経度を調査し，それにより各地の地方時を算出して見ると，

グリ＝チの零時がノ・バロ7スクの九時○分，海林の八時三十六分，ノ、ルビンの八時二

＋六分，新京（長春）の八時二＋二分，安東の八時＋八分，チチノ・ルの八時十六分，奉

天の八時十三分，大連の八時六分，満洲里の七時五十分に躍る，

　一目してわかる引回今度決定されたといふ八時○分は，満洲全艦のむしる

西端の地方時に相當する・しかし乍ら，地圓に虚心に封ずれば，「八時」より

もむしろ「八時三十分」墜ち日本中央標準時より孚時聞おくれた時刻が同丁丁

のua　D’中央部を代表するものであるから，これを取るのがもっとも妥當なも

のと思はれる．しかしながら，自分は多少の思ひ切りを以て，グリニチ時よ

bも九時間早V・時刻帥ちH本中白白準時そのまNを満洲國において探用され

んことをば進言したい．

　日本中央標準時の経線自Pち東経百三十五度の線は満洲の最東端をかすめて

みる線であって，全く満洲に縁の無V・ものでもないとV・ふことがその理由の

一． ｳ，近年は世界各回が，少なくとも夏期牟年はいはゆるサマ1タイムを

實臥してみる現付では，グリニチに先んずる八時よりも九時聞を先んずる日

本中央標準時を断然探用するを賢明なりとすべきである・これが理由の第二．

次に，満洲と日本とが同一時刻を標準時とすることが如何に便利であるかは

今更V・ふまでも無い・これが理由の第三．

　現に朝鮮が併合の最初から目本中央標準時を探用してみるに鑑みても，日

本中央標準時帥ちグリニチ東経百三十五度の経線を探用するが賢明であると
思ふ．（山本）


